
仕 様 書 

（業務件名） 

積水メディカル製血液凝固自動分析装置 S400CF保守業務委託 

 

（対象機器） 

・メーカー 積水メディカル株式会社 

・機器名 血液凝固自動分析装置 S400CF 

・購入年 令和 7（2025）年 3月 

・数量 2台 

・設置場所 長崎県長崎市新地町 6-39 長崎みなとメディカルセンター 中央検査室 

 

（履行期間） 

(1) 受注者が行う保守（以下「本件保守」という）の履行期間は、令和 8年 4月 1日か

ら令和 9年 3月 31日までとする。 

(2) 履行期間満了日の２か月前までに、発注者又は受注者から相手方に対して、書面に

よる契約終了の申し出がない限り、更に１年間同一条件をもって延長できるものと

し、以後も同様とする。 

 

（保守の内容） 

本件保守の内容は、積水メディカルの保守契約プランメニュー「フルメンテナンスパッ

ク」を適用することとし、その範囲は次のとおりとする。 

(1) 修理作業 

本装置の故障等の箇所を本来の状態、機能に復帰させる。その作業費および保守業

務に伴い提供される部品代は本件保守に含まれるものとする。また、受注者は、修

理に時間を要する場合、発注者に対して、無償で代替機の貸与を行うことができる

ものとする。 

なお、修理作業の手法については、以下の方法による場合を含む。 

① 故障等の状況によっては、発注者の承諾を得て、訪問対応に代えて電話又は書

類などによる指示、指導で修理作業を行う場合があるものとする。 

② 修理作業の実施日が定期点検予定日に近い場合、発注者の承諾を得て、修理作

業と同時に定期点検作業を実施することができるものとする。 

(2) 定期点検（年２回） 

本装置が常に良好な稼働状態を保持するために、メーカーが定める定期点検表に基

づき、本装置の点検及び整備を行う。その作業費および保守業務に伴い提供される

部品の料金は、本件保守に含まれるものとする。 

① 定期点検は年２回実施するものとし、その実施日程は、実施前に発注者と受注

者とで協議のうえ、決定する。 



② 定期交換部品は別表１のとおりとする。なお、別表１（１）の定期交換部品に

ついては、原則として、別表１に定める交換頻度で受注者が発注者へ納品し、

発注者が自ら交換作業を行うものとする。また、別表１（２）の定期交換部品

については、受注者が交換作業を行うものとする。 

③ 定期点検作業中に本装置に修理を必要とする箇所が発見された場合は、その修

理作業も併せて行い、本装置を正常に使用できる状態にする。 

(3) 電話対応（リモートメンテナンス） 

専用窓口により本装置に関する問い合わせに、電話で対応を行う。 

 

（対応時間） 

(1) 本件保守のうち、修理作業および定期点検は、原則として以下に定める受注者の就

業時間内に行う。 

平日（月曜日から金曜日）9：00から 17：30 （ただし国民の休日及び年末年始を

含む受注者指定の休日は除く。） 

(2) 発注者の依頼により受注者が前項に定める就業時間外に本件保守を行う場合は、そ

の条件を発注者と受注者とで協議のうえ定める。 

 

（対象外業務） 

以下に定める業務は、本件保守内容には含まれないものとする。 

(1) 修理業務、点検整備業務について、前条に定める対応時間（平日 9：00から 17：

30）以外もしくは受注者の休業日に実施させる場合の時間外作業料 

 

（保守業務の報告・確認） 

(1) 受注者は、個々の保守業務の終了後、発注者に作業報告書を提出するものとする。 

(2) 発注者は、保守業務の完了時に、受注者が実施した作業及び納品等の完了を確認

し、作業報告書等の書面に確認の署名又は記名押印を行う。 

 

（免責事項） 

次の各号に該当する本装置の不具合については、受注者は本件保守において責任を負わな

いものとする。 

(1) 火災、風水害、地震等の天災地変その他の不可抗力に起因するもの 

(2) メーカーが予め指定する設置条件、電源条件、環境条件及び取扱説明書記載の使

用方法を逸脱したことに起因するもの並びに発注者による本装置の取扱いの不

備、発注者の操作上の故意又は過失により発生したもの 

(3) メーカー又はメーカーの指定する者以外による改造、修理等に起因するもの 

(4) メーカーが指定する以外の修理用部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因するも

の 

(5) 記録媒体・消耗品の保管不備に起因したもの 



(6) メーカーが指定する以外のハードウェア及びソフトウェアの追加、又は本装置を

含むハードウェア及びソフトウェアの除去に起因するもの 

(7) 本装置が発注者の施設内のネットワークに接続された場合のマルウェア（悪意の

あるソフトウェア）の感染及び媒介によるもの（本装置並びに受注者の業務を起

因とするものを除く） 

 

（委託料の支払） 

委託料の支払は年 2回払いの均等分割払いとする。受注者は半年毎の保守完了後、その旨

を発注者に通知し、検査を受け、その検査に合格したときに委託料の支払を請求すること

ができるものとする。 

 

（その他） 

(1) 本業務の実施に必要な事項が生じた場合は、発注者・受注者が速やかに連絡を取り合

い、適切な保守点検を実施するものとする。 

(2) その他、本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者にて双方別途協議のうえ決定

することとする。 

 

  



別表１（定期交換部品） 

(1) 発注者が交換作業を行う定期交換部品 

 
※「交換周期」欄の年数・月数は、原則、本装置の無償保証期間終了時から起算する。 

※受注者は、発注者が交換作業を行う定期交換部品を、あらかじめ納品しておくことがで

きるものとする。 

 

(2) 受注者が交換作業を行う定期交換部品 

 

※「交換周期」欄の年数・月数は、原則、本装置の無償保証期間終了時から起算する。 


